
また、事故の型が「墜落・転落」である災害のうち、屋根・はり等の作
業床の端、はしご等、足場が起因物となった災害が多数発生しています。
墜落・転落災害は、負傷箇所によっては死亡に至るなど、重大な災害に

発展する場合があります。当該災害を防止するため、今一度、労働災害防
止対策に努めていただくよう、お願いいたします。

過去３年間において、当署管内の建設業における死傷災害は、合計88

件発生しました。
そのうち、墜落・転落により発生した災害の件数は34件、全体の約

38.6％を占めています。

滝川労働基準監督署
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お問い合わせは当署安全衛生課（0125-24-7361）まで、お気軽にどうぞ！

①足場 ②作業床の端・開口部

③はしご・脚立 ④保護具

□墜落時保護用ヘルメットの着用
□墜落制止用器具の使用及び教育

□はしごの上部及び下部の固定
□脚と水平面の角度を保ち、開き止
め金具がついている脚立の使用

□枠組足場
交差筋交い＋下さんまたは幅木等

□枠組足場以外
手すり＋中さん等

□高さ２メートル以上の作業床の端や
開口部に、囲い、手すりを設ける

□囲い等の設置が困難な場合には、防
網を設ける


